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子どもの権利条約に則った生徒指導提要の改訂を求める声明 

 

１ 生徒指導提要の改訂 

 文部科学省は、生徒指導提要の改訂に関する協力者会議を設置し、同定用

の改訂へ向けた検討を進めている。生徒指導提要とは、「生徒指導の実践に際

し、教員間や学校間で教職員の共通理解を図り、組織的・体系的な生徒指導

の取り組みを進めることができるよう、生徒指導に関する学校・教職員向け

の基本書として、小学校段階から高等学校段階までの生徒指導の理論・考え

方や実践の指導方法等を、時代の変化に即して網羅的にまとめたもの」とさ

れており、子どもの権利に与える影響は大きい。 

 

２ 子どもが権利主体であること 

 そもそも、子どもの権利条約では、１８歳未満の子どもについて、何より

もまず「権利の主体」であるととらえている。すなわち、子どもに関するすべ

ての措置は子どもの最善の利益が主として考慮され（３条）、子どもの意見表

明権（１２条）や表現・情報の自由（１３条）、思想・良心・宗教の自由（１

４条）、結社・集会の自由（１５条）、プライバシー・名誉の保護（１６条）等

の権利が尊重されなければならない。 

日本も、１９９４年にこの子どもの権利条約を批准しており、２０１６年

に改正された児童福祉法では、子どもの権利条約の精神に則り、子どもが権

利の主体であること（１条）や、子どもの意見が尊重され、その最善の利益が

優先して考慮されるべきことを規定しており（２条）、日本においても子ども

の権利主体性は尊重されなければならない。 

いうまでもなく、憲法が予定する教育とは、子どもがもつ成長・発達し自己

の人格を完成させるために必要な学習をする権利を保障するためのものであ

る（１９７６年旭川学力テスト事件最高裁判決参照）ところ、かかる子ども

の権利主体性は、教育が成り立つ前提条件であり、憲法上の権利（子どもの

学習権保障）との関係でも、重要である。 

 

３ 学校現場において子どもの権利条約の精神が十分浸透してない 

 ところが、これまで学校現場において、上記の子どもの権利条約の精神が

浸透してきたとは言えない。 

 例えば、２０２２年の現代においても、下着の色や頭髪の色・形を一律に

定めチェックするなど、子どもの権利主体性を損なう校則（いわゆる「ブラ

ック校則」）やそれに基づく生徒指導が存在し、子どもたちに過度なストレス

を与えている。また、厳しい指導に起因して子どもが精神的・肉体的に追い

詰められ自殺をしてしまういわゆる「指導死」と呼ばれる事案が発生してい
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るとの報告も存在する。さらには、深刻ないじめや不登校を余儀なくされる

環境等従来からの問題についても解決をみていない。こういった状況からす

れば、学校現場において、子どもの権利条約違反とも言うべき状況が広がっ

ていると言わざるを得ず、非常に憂慮すべき状況である。 

国連子どもの権利委員会も、「日本の第４回・第５回統合定期報告書に関す

る総括所見」（２０１９年）において、子どもの最善の利益が教育分野におい

て適切に解釈されているわけでないと指摘するとともに（１９パラグラフ）、

子どもの意見表明権が尊重されていないことを深刻に懸念すると表明し（２

１パラグラフ）、意見を形成することのできるいかなる子どもに対しても、年

齢制限を設けることなく、その子どもに影響を与えるすべての事柄について

自由に意見を表明する権利を保障し、かつ、子どもの意見が正当に重視され

ることを確保するよう促すと勧告している（２２パラグラフ）。 

 

４ 子どもの権利条約に則った生徒指導提要でなければならない 

 上記のように、学校現場において、子どもの権利主体性が十分に尊重され

ていないのは、「生徒指導の基本書」とされる生徒指導提要に子どもの権利条

約の趣旨や子どもの権利主体性がきちんと位置付けられていないことにも原

因がある。 

 子どもの成長発達を支えるべき学校が、子どもの人格や主体性を傷つけ、

かえって子どもの成長発達を損なう場になってしまっては本末転倒である。

子どもの権利主体性を認め、その最善の利益が優先される学校を実現するた

めに、子ども権利条約に則った生徒指導提要の改訂が行われなければならな

い。 
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